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施
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施
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…
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平 成 年
月 日

（金曜日）

四

統
計
調
査
の
範
囲

こ
の
統
計
調
査
は
、
住
民

記
載
さ
れ
、
又
は
消
除
さ
れ

よ
り
外
国
人
登
録
原
票
に
登

五

統
計
調
査
の
期
日

毎
月
末
日
現
在
で
行
う
。

六

統
計
調
査
の
方
法

市
町
長
の
申
告
に
よ
り
行

把
握
し
、
人
口
分
布
及
び
人

三

統
計
調
査
の
事
項

出
生
し
た
者
の
数
及
び

転
入
し
た
者
の
数
及
び

国
籍
を
取
得
し
た
者
の

外
国
人
の
数

世
帯
数

か
ら

ま
で
に
掲
げ

山
口
県
人
口
移
動
統
計
調
査

止
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
十
七

一

統
計
調
査
の
名
称

山
口
県
人
口
移
動
統
計
調

二

統
計
調
査
の
目
的

こ
の
統
計
調
査
は
、
各
種

告

山
口
県
告
示
第
百
九
十
一
号

山
口
県
統
計
調
査
条
例
（
平

統
計
調
査
を
次
の
と
お
り
指
定

基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法

た
者
及
び
外
国
人
登
録
法
（
昭
和

録
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
行
う
。

う
。

口
流
動
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る

死
亡
し
た
者
の
数

転
出
し
た
者
の
数

数
及
び
国
籍
を
喪
失
し
た
者
の
数

る
者
の
性
別
及
び
年
齢

に
関
す
る
告
示
（
平
成
十
五
年
山

日

山
口

査行
政
施
策
の
基
礎
資
料
に
資
す
る

示

成
二
十
一
年
山
口
県
条
例
第
二
号

す
る
。

一

律
第
八
十
一
号
）
に
よ
り
住
民
票

二
十
七
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

口
県
告
示
第
百
六
十
三
号
）
は
、

県
知
事

二

井

関

成

た
め
、
本
県
の
人
口
の
移
動
状
況

）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

にに 廃を 、

告

示



平成 年 月 日 金曜日

山
道

路
のそ

お
い

山 口
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五六

（定期）県 報

一二
基

三四

第 号

山
山

統
計山

は
、

自
計
申
告
と
し
、
郵
送
方
式
に
よ

口
県
告
示
第
百
九
十
三
号

路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百

区
域
を
変
更
す
る
。

の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

こ
の
統
計
調
査
は
、
統
計
法
第
二

類
の
名
称
及
び
分
類
表
を
定
め
る

本
標
準
産
業
分
類
に
掲
げ
る
産
業

採
取
業
及
び
大
分
類

製
造
業

の
に
つ
い
て
行
う
。

統
計
調
査
の
期
日

毎
月
末
日
現
在
で
行
う
。

統
計
調
査
の
方
法

統
計
調
査
の
名
称

山
口
県
鉱
工
業
生
産
動
態
統
計
調

統
計
調
査
の
目
的

こ
の
統
計
調
査
は
、
県
内
の
鉱
工

礎
資
料
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す

統
計
調
査
の
事
項

別
に
定
め
る
生
産
品
目
に
つ
い
て

統
計
調
査
の
範
囲

口
県
告
示
第
百
九
十
二
号

口
県
統
計
調
査
条
例
（
平
成
二
十

調
査
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

口
県
鉱
工
業
生
産
動
態
統
計
調
査

廃
止
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
十
七
日

り
行
う
。

八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の

四
月
十
七
日
か
ら
一
月
間
山
口

十
八
条
及
び
附
則
第
三
条
の
規

件
（
平
成
二
十
一
年
総
務
省
告

に
属
す
る
事
業
所
の
う
ち
、
大

に
属
す
る
事
業
所
で
あ
っ
て
、

査業
の
生
産
の
動
態
を
明
ら
か
に

る
。

、
生
産
数
量
、
出
荷
数
量
及
び

一
年
山
口
県
条
例
第
二
号
）
第

に
関
す
る
告
示
（
平
成
二
十
年

山
口
県
知

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に

定
に
基
づ
き
、
産
業
に
関
す
る

示
第
百
七
十
五
号
）
に
定
め
る

分
類

鉱
業
、
採
石
業
、
砂

有
意
抽
出
法
に
よ
り
選
定
し
た

し
、
鉱
工
業
に
関
す
る
施
策
の

在
庫
数
量
を
調
査
す
る
。

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

山
口
県
告
示
第
二
百
十
三
号
）

事

二

井

関

成

県

道

防
府
市
大
字
沖
今
宿

同
市
新
築
地
町
三
四

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二

お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る

平
成
二
十
一
年
四
月
十
七

路
線
名

供

用

同
市
新
築
地
町
三
四
地
先
ま
で
、

防
府
市
新
築
地
町
三
四
地
先
か
ら

同
市

同
町
二
の
一
地
先
ま
で

及
び
防
府
市
新
築
地
町
二
の
一
地
先
か
ら

同
市
大
字
新
田
字
町
人
堀
二
〇
三
五

地
先
ま
で

山
口
県
告
示
第
百
九
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法

地
先
か
ら

同
市
大
字
新
田
字
町
人
堀
二
〇
三
五

地
先
ま
で

防
府
市
大
字
江
泊
字
東
筋
二
二
七
三

地
先
か
ら

同
市
大
字
新
田
字
町
人
堀
二
〇
三
五

地
先
ま
で

並
び
に

防
府
市
大
字
江
泊
字
東
筋
二
二
七
三

地
先
か
ら

同
市
沖
今
宿
二
丁
目
三
四
三
五
の
六

ま
で
、

防
府
市
沖
今
宿
二
丁
目
三
四
三
五
の

先
か
ら 平

成
二
十
一
年
四
月
十
七

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

防
府
環
状

道
路
の
区
域

区
防
府
市
大
字
江
泊
字
東
筋
二
二
七
三

二
丁
目
三
四
三
五
の
六
地
先
か
ら

地
先
ま
で

十
一
年
四
月
十
七
日
か
ら
一
月
間

。日

山
口

開

始

の

区

最
狭

二
三
・
八

最
広

四
一
・
四

の
一

最
狭

一
〇
・
八

最
広

三
〇
・
〇

律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二

の
一

旧

最
狭

三
・
五

最
広

四
二
・
六

の
一

の
一

最
狭

三
・
五

最
広

四
二
・
六

の
一

最
狭

一
〇
・
五

最
広

二
五
・
五

地
先

六
地

新

最
狭

二
三
・
八

最
広

五
二
・
〇

日

山
口

線間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

の
一

平
成
二
十
一
年
四
月

山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課

県
知
事

二

井

関

成

間

供
用
開
始
の
期
日

四
三
五
・
〇

防
府
市
道
新
築
地

六
号
線
の
道
路
の

区
域

一
、
〇
〇
八
・
六

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

四
、
五
一
八
・
五

四
、
五
一
八
・
五

八
四
一
・
八

ダ
ブ
ル
ウ
ェ
イ

防
府
市
道
戎
町
沖

ノ
原
線
の
道
路
の

区
域

一
、
〇
九
六
・
〇

県
知
事

二

井

関

成

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

二

に 道



平成 年 月 日 金曜日

構

山 口 県

二

（定期）報

な
経

及
び

た
。

一

第 号

防山
地

り
、

２

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年

定
す
る
特
定
建
設
業
の
許
可

３

出
資
比
率
が
二
十
パ
ー
セ
ン

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は
、
次
に

成
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る

共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず

こ
と
。

１

建
設
工
事
等
に
係
る
一
般
競

示
（
平
成

年
山
口
県
告
示

定
に
よ
り
格
付
さ
れ
た
一
般
競

等
級
で
あ
る
こ
と
。

十
八

工
事
の
概
要

工

本

体

工

遮

水

工

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格

営
の
規
模
及
び
状
況
を
要
件
と
す

当
該
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格

平
成
二
十
一
年
四
月
十
七
日

徳
山
下
松
港
廃
棄
物
埋
立
護
岸
築

工
事
場
所

周
南
市
臨
海
町
地

府
環
状
線

防
府
市
新
築
地
町
二
の
一

同
市
大
字
新
田
字
町
人
堀

口
県
告
示
第
百
九
十
五
号

方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二

徳
山
下
松
港
廃
棄
物
埋
立
護
岸
築

法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と

（
土
木
工
事
業
に
係
る
も
の
に
限

ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該

。れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い

争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
の

第

号
。
以
下
「
告

争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参

六
百
六
十
三

種

る
資
格
（
以
下
「
経
営
規
模
等

の
審
査
の
申
請
の
時
期
、
方
法

山
口
県
知

造
工
事

先 地
先
か
ら

二
〇
三
五
の
一
地
先
ま
で

年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十

造
工
事
の
契
約
に
係
る
一
般
競

い
う
。
）
第
三
条
第
六
項
に
規

る
。
）
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

当
す
る
共
同
企
業
体
（
三
者
で

ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る

参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る
告

示
」
と
い
う
。
）
二
の

の
規

加
資
格
が
土
木
一
式
工
事
の

延

長

二
一
九
メ
ー
ト
ル

七
四
メ
ー
ト
ル

入
札
参
加
資
格
」
と
い
う
。
）

等
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
定
め

事

二

井

関

成

二
十
九
日

七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し

そ
の
関
係
図
面
は
、
周
南
土

平
成
二
十
一
年
五
月
十
二

四

そ
の
他

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問

一
七
八
七
）
に
す
る
こ
と
。

山
口
県
告
示
第
百
九
十
六
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五

申
請
書
等
は
、
共
同
企

よ
る
も
の
は
、
受
け
付
け

申
請
書
等
の
提
出
場
所

山
口
県
周
南
港
湾
管
理

申
請
書
等
の
提
出
期
間

平
成
二
十
一
年
四
月
二

経
営
規
模
等
入
札
参
加

経
営
規
模
等
入
札
参
加

経
営
規
模
等
入
札
参
加

同
企
業
体
競
争
入
札
参
加

う
。
）
を
提
出
し
な
け
れ

１

共
同
企
業
体
協
定
書

２

総
合
評
定
値
通
知
書

３

特
定
建
設
業
の
許
可

４

委
任
状

申
請
書
等
の
提
出
方
法

共
同
企
業
体
の
代
表
者

知
事
が
通
知
し
た
法
第
二

の
（
以
下
「
総
合
評
定
値

共
同
企
業
体
の
代
表
者

で
あ
る
こ
と
。

三

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資

共
同
企
業
体
競
争
入
札

た
。

木
建
築
事
務
所
に
備
え
付
け
て
縦

日
ま
で
に
発
送
す
る
。

合
せ
は
、
山
口
県
周
南
港
湾
管
理

年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二

業
体
の
代
表
者
が
持
参
し
て
提
出

な
い
。

事
務
所

周
南
市
築
港
町
一
三
番

及
び
時
間

十
日
か
ら
五
月
七
日
ま
で
の
午
前

資
格
の
審
査
結
果
の
通
知
方
法

資
格
適
合
通
知
書
又
は
経
営
規
模

資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る

資
格
審
査
申
請
書
及
び
次
に
掲
げ

ば
な
ら
な
い
。

の
写
し

の
写
し

通
知
書
の
写
し

の
平
成
二
十
一
年
四
月
十
六
日
ま

十
七
条
の
二
十
九
第
一
項
に
規
定

」
と
い
う
。
）
の
土
木
一
式
工
事

以
外
の
者
の
総
合
評
定
値
の
土
木

格
の
審
査

参
加
資
格
審
査
申
請
書
等

三

覧
に
供
す
る
。

事
務
所
（
電
話
〇
八
三
四

二
一

条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道

す
る
も
の
と
し
、
郵
便
又
は
電
信

二
三
号

九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

等
入
札
参
加
資
格
非
適
合
通
知
書

者
は
、
告
示
四
の

に
規
定
す
る

る
書
類
（
以
下
「
申
請
書
等
」
と

で
に
国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府

す
る
総
合
評
定
値
の
う
ち
直
近
の

の
数
値
が
千
百
以
上
で
あ
る
こ
と

一
式
工
事
の
数
値
が
八
百
五
十
以

路 にを 共い 県も。上



平成 年 月 日 金曜日

五六七
第

八

山 口

一二三四

（定期）県 報

（
一次

第 号

地光

山
口
県
知
事

二
井

関
成

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
そ
の

株
式
会
社
日
立
情
報
シ
ス
テ
ム
ズ

契
約
金
額

三
千
八
百
五
十
万
三
百
五
十
円

随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特

三
百
七
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項

契
約
担
当
者

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び

総
務
部
税
務
課

山
口
市
滝
町
一

契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及

自
動
車
税
電
算
処
理
シ
ス
テ
ム
等

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日

公

三
三
）
契
約
の
締
結

の
と
お
り
随
意
契
約
の
方
法
に
よ

平
成
二
十
一
年
四
月
十
七
日

平
成
二
十
一
年
四
月
十
七
日

名

及

び

番

市
室
積
六
丁
目
四
〇
一
五
の
五
九

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
品
川
区
大
崎
一
丁
目

由定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を

第
一
号
に
該
当
す
る
た
め

所
在
地

番
一
号

び
数
量

の
運
用
維
持
管
理
業
務

一
式

告

り
契
約
を
締
結
し
ま
し
た
。

山
口
県
知

山
口
県
知

地

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
（
メ

四
・
一

五
・
〇

二
番
一
号

定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

事

二

井

関

成

事

二

井

関

成

長

ー
ト
ル
）

道
路
の
敷
地
と
な

る
土
地
の
面
積

（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

三
七
・
六

一
七
六
・
六
七

購
入
等

落
札
方
式

総
合
評
価

（
一
三
五
）
介
護
サ
ー
ビ
ス
情

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法

定
調
査
機
関
を
次
の
と
お
り
指

六

落
札
金
額

一
億
二
千
二
百
八
十
五
万

七

入
札
公
告
日

平
成
二
十
年
十
二
月
十
九

八

そ
の
他

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

二
井

調
達
方
法

地
域
振
興
部
情
報
企
画
課

二

落
札
に
係
る
特
定
役
務
の

電
子
県
庁
基
幹
シ
ス
テ
ム

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
一
年
二
月
十
三

五

落
札
者
の
名
称
及
び
そ
の

富
士
通
株
式
会
社

川
崎

（
一
三
四
）
契
約
の
締
結

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札

平
成
二
十
一
年
四
月
十
七

一

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名

報
の
調
査
の
実
施
に
関
す
る
事
務

律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条

定
し
ま
し
た
。

円日関
成 山

口
市
滝
町
一
番
一
号

名
称
及
び
数
量

再
構
築
業
務

一
式

た
手
続

日主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

市
中
原
区
上
小
田
中
四
丁
目
一
番

の
方
法
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
ま

日

山
口

称
及
び
所
在
地

を
行
わ
せ
る
指
定
調
査
機
関
の
指

の
三
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

一
号

し
た
。

県
知
事

二

井

関

成

四

定指

公

告



平成

二

年 月 日 金曜日

二三一

山 口 県

三一

（定期）報

三一二

第 号

一二

調
査
事
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在

山
口
市
大
手
町
九
番
六
号

調
査
事
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在

山
口
市
大
手
町
九
番
六
号

調
査
を
行
う
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
種

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

指
定
調
査
機
関
の
名
称
及
び
住
所

社
会
福
祉
法
人
山
口
県
社
会
福
祉

山
口
市
大
手
町
九
番
六
号

山
口
市
大
手
町
九
番
六
号

調
査
を
行
う
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
種

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

指
定
調
査
機
関
の
名
称
及
び
住
所

社
会
福
祉
法
人
山
口
県
社
会
福
祉

山
口
市
大
手
町
九
番
六
号

山
口
市
大
手
町
九
番
六
号

調
査
を
行
う
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
種

夜
間
対
応
型
訪
問
介
護

指
定
調
査
機
関
の
名
称
及
び
住
所

社
会
福
祉
法
人
山
口
県
社
会
福
祉

山
口
市
大
手
町
九
番
六
号

調
査
事
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在

平
成
二
十
一
年
四
月
十
七
日

指
定
調
査
機
関
の
名
称
及
び
住
所

社
会
福
祉
法
人
山
口
県
社
会
福
祉

山
口
市
大
手
町
九
番
六
号

調
査
事
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在

地 地類協
議
会

類協
議
会

類協
議
会

地

山
口
県
知

協
議
会

地

事

二

井

関

成

山
口
市
吉
敷
下
東
三
丁
目

二

調
査
事
務
を
行
う
事
務
所

山
口
市
吉
敷
下
東
三
丁
目

二

調
査
事
務
を
行
う
事
務
所

山
口
市
吉
敷
下
東
三
丁
目

三

調
査
を
行
う
介
護
サ
ー
ビ

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介

一

指
定
調
査
機
関
の
名
称
及

特
定
非
営
利
活
動
法
人
や

二

調
査
事
務
を
行
う
事
務
所

山
口
市
吉
敷
下
東
三
丁
目

三

調
査
を
行
う
介
護
サ
ー
ビ

夜
間
対
応
型
訪
問
介
護

一

指
定
調
査
機
関
の
名
称
及

特
定
非
営
利
活
動
法
人
や

二

調
査
事
務
を
行
う
事
務
所

山
口
市
大
手
町
九
番
六
号

三

調
査
を
行
う
介
護
サ
ー
ビ

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型

一

指
定
調
査
機
関
の
名
称
及

特
定
非
営
利
活
動
法
人
や

山
口
市
吉
敷
下
東
三
丁
目

三

調
査
を
行
う
介
護
サ
ー
ビ

介
護
予
防
小
規
模
多
機
能

一

指
定
調
査
機
関
の
名
称
及

社
会
福
祉
法
人
山
口
県
社

山
口
市
大
手
町
九
番
六
号

一
番
一
号

の
所
在
地

一
番
一
号

の
所
在
地

一
番
一
号

ス
の
種
類

護び
住
所

ま
ぐ
ち
介
護
サ
ー
ビ
ス
評
価
調
査

の
所
在
地

一
番
一
号

ス
の
種
類

び
住
所

ま
ぐ
ち
介
護
サ
ー
ビ
ス
評
価
調
査

の
所
在
地

ス
の
種
類

共
同
生
活
介
護

び
住
所

ま
ぐ
ち
介
護
サ
ー
ビ
ス
評
価
調
査

一
番
一
号

ス
の
種
類

型
居
宅
介
護

び
住
所

会
福
祉
協
議
会

五

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク



平成 年 月 日 金曜日

山
政

あ
っ

山 口

二三

（定期）県 報

二三一

第 号

三一
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年

た
政
治
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の

平
成
二
十
一
年
四
月
十
七
日

調
査
事
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在

山
口
市
吉
敷
下
東
三
丁
目
一
番
一

調
査
を
行
う
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
種

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生

選
挙
管
理

調
査
事
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在

山
口
市
吉
敷
下
東
三
丁
目
一
番
一

調
査
を
行
う
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
種

介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅

指
定
調
査
機
関
の
名
称
及
び
住
所

特
定
非
営
利
活
動
法
人
や
ま
ぐ
ち

山
口
市
吉
敷
下
東
三
丁
目
一
番
一

山
口
市
吉
敷
下
東
三
丁
目
一
番
一

調
査
を
行
う
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
種

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

指
定
調
査
機
関
の
名
称
及
び
住
所

特
定
非
営
利
活
動
法
人
や
ま
ぐ
ち

山
口
市
吉
敷
下
東
三
丁
目
一
番
一第

四
十
一
号

法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条

と
お
り
で
あ
る
。

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

地号類活
介
護

委
員
会

地号類介
護

介
護
サ
ー
ビ
ス
評
価
調
査
ネ
ッ

号 号類介
護
サ
ー
ビ
ス
評
価
調
査
ネ
ッ

号

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

長

上

符

正

顕

ト
ワ
ー
ク

ト
ワ
ー
ク

運
港

県
口
山
党
主
民
由
自

県
口
山
党
主
民
由
自

部
支

民
由
自部

政
士
工
技
科
歯

主
民
由
自

部
支
和
東
党
主

党
主
民
由
自

部
支
府
防
党

部
支
井
柳

平
成
二
十
一
年
四
月
十
七

主
民
由
自

名
の

体
団

治
政

き
し
と
原
平

部
支
川
菊
党

利
典

田
縄

会
援

後
よ

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二

あ
っ
た
政
治
団
体
の
異
動
事
項

市
井

柳
所

務
事

任
責
計

会

俊
田
神

者
表

代

市
府
防

所
務

事

正
谷
渋

者

田
大

者
任
責
計
会

支
盟

連
治

の

藤
伊

者
任
責
計
会

博
城
登

町
島

周
郡
島
大

所
務

事

和字
大

豊
田
平

者
任
責
計
会

１
の

任
責

計
会

利
野
松

者
表

代

山
者

隆

日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会

責
計
会

新
項

事
動

異
称

異

平

本
山

者
表

代

山
笹

者
任

大
市

田
野

小
陽

山
清

廉
原

字

示
第
四
十
二
号

十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

目
丁

３
町

南
市

井
柳

月
阿

夫
哲
木
々
佐

彦

号
７
番

６

新
字

〃
〃
〃

男
利

谷
古

博

小
字

大
市
田
野
小
陽
山

１
田

野

弘

２
〃
〃

学
岩
黒

文

１
の

〃
〃

一
洋

谷
魚

大
防
周
郡
島
大

方
西
大
防

野
平
字

大
町

島

〃
〃

夫
龍

村
河

民

１
の

稔
本
宮

司

男
忠
川
谷
長

夫

〃
〃

委
員
長

上

符

正

顕考
備

旧

容
内

動

日
月
年
出

届
）

成
平

子
幸

林
茂

、
３
、

成
平

郡

徳
勝

野
矢

保

、
３
、

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

六

が

選
挙
管
理
委
員
会



平成

国
全

年 月 日 金曜日

国
全

治
政

山
杉

山 口 県

藤
斉

村
木

船
貴

合
河

（定期）報

藤
伊

東
伊

新
維

由
自

第 号

治
政
業

林

由
自

由
自

由
自

後
雄

藤

部
支
県

口
山

盟
連

会
友

興
本

日
大

社
結

会
援

口
山
盟

連
治

政
販

酒
売

小

後
斉

会
援

後
よ

き

部
支
県

援
後

旭

会
援

後
枝

靖

会
援

党
政

部
支

業
林
党

主
民

会

芳
梅

部
本
県

口
山

風
新

・

タ
ー

ポ
サ

る
の

み

会
援

後

口
山

党
主

民

ブ
ラ

ク
ズ

ー

支
会

協
設

施
全

安
路

道
県

部
支
販

乳
県

口
山

党
主

民

村
河

〃

部
支

口
山
党

主
民

輝
井

船
者

任
責
計

会

彦
明

会

男
出
日

岡
仲

者
表

代

雄

表
代

久
修

野
端

者
任

責
計

者
任

責
計

会

之
和

野
松

者

小
陽
山

所
務

事

夫
幸

井
師

目
丁
１

狭
厚

市
田

野

番村
〃

美
直

田
植

者
表

代

号

田
大

者
任
責

計
会

郎
三

中

河
〃

秀
和

原
者

表
代

彦
則

章
華

保
久

者
表

代

彦
明

村

代

正
満

治
加

者
任

責
計

会

博
司
庄

〃

芳
宏

東
伊

者
表

綾
〃

部
美
由

真
本

森
〃

子

市
口

山
所

務
事

子
弥

友
香

番
４
目

丁
１

米
糸

弘
義

本
藤

者
任

責
計

会

号

〃
〃

美
幸

村
垣

〃
〃

清
下
山

〃

男
出
日
岡
仲

一
惣

森
金

四
幸
冨
安

男
次

田
有

〃
〃〃

〃

郎

狭
厚

字
大

市
田
野
小
陽
山の

〃
〃

司
田
植

〃
〃

〃
清

田
藤

〃
〃

〃
孟

田
山

〃
〃

義
忠

冨
末

〃
〃 〃

〃
美
幸

村
垣

〃
〃

二
康

村
中

彦
克

好
三

〃
〃

雄
鋭

東
伊

本
森

子
元

来
瀬

〃
良

中
田

〃
〃

美
由
真

番
３
目
丁

１
町
本
市
口
山

〃
〃

勉
川
瀧

３
〃

〃
号
８

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二

が
あ
っ
た
解
散
等
に
係
る
政
治

平
成
二
十
一
年
四
月
十
七

盟
連

士
工
技
科
歯
県
口
山

士
務

労
険
保
会
社
県
口
山

政
工
商
県
口
山

盟
連
治

政

会
援
後
陽
通
生
藤

盟
連
治

を
府
防

会
援
後
弘
義
本
藤

せ
さ
展

発
を

府
防
、
し
愛

し
り
も

会
援
後
夫
俊
堀

る

策
政
田
友

会
援
後
也
哲
げ

援
後
つ
も
た
田
友

会
究
研

よ
林

会
援
後
弘
喜
本
中

会会
援
後
さ
ま
し

示
第
四
十
三
号

十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第

団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り

日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会

務
事

博
城

登
者
任

責
計

会代

番
５

目
丁

中
市
口
山

所者
任
責

計
会

欣
田
原

者
表

大
市
部

宇
所

務
事

哲
野
河

波
岐

市
口
山

所
務

事

耕
中
田

〃

目
丁
３
畑

吉

６
目
丁

千
市
府
防

〃
会

号

目
丁
１
畑

吉
市
口
山

〃

番

務
事

陽
繁

森
者

表
代

号
１

岬
市
関
下

所
番

市
祢
美

〃

〃
〃

〃
〃

〃

号

万
嘉

秋

篠
者
任

責
計

会
圭

七

十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

で
あ
る
。

委
員
長

上

符

正

顕

４
央

２
〃
〃

学
岩
黒

文

目
丁
２

り
通

駅
市

口
山

号
番
４

〃
〃

号

稔
妻
伊

男

郎
太
啓
岡
河

知

〃
〃

西
字

目
丁
１
東

中
敷
吉
市
口
山

番

〃
〃

江
益

塚
大

二

号

佐
敷

敷
吉

市
口

山
番

〃
〃

２
の

台
字
大
市
府
防

号
６
２
日

道
〃
〃

８
の

敷
吉

市
口

山
番
７
佐
敷

〃
〃

町
之

〃
〃
〃

年
正

條
東

介

７
目

丁
１

町
江
細
市
関
下

番
〃
〃

号

〃
〃

〃
〃 〃

〃

字
大

町
芳

秋
郡

祢
美

町
芳

万
嘉

〃
〃

〃
〃

智
野
藤

二

出



平成 年 月 日 金曜日

山
政

成
二

出
を

山 口

田
福

常
林 会
井

二

（定期）県 報

友
啓

梨
花

尾
中

中
田

輝

第 号

東
伊

部
磯

日
明

第
市
由

自

永
氏

口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年

十
一
年
四
月
一
日
以
後
、
政
治
活

す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
政

平
成
二
十
一
年
四
月
十
七
日

村
田

援
後
口

山
り

な
き

せ

俊
田

池
会

援
後

雄

郎
志
幸

田
原

会
援

後
合

連
彦

良

広

河
小

会

靖
敏

中
田

会

一
俊

靖
敏

郎
治

健
本

西
会

祐
啓

雄

光
幸

田
櫻

会
る

え
支
を 党

主
民

男
貞

重
村

会
援
後

田
友

部
支

四
関
下

県
口

山

ぶ
の

二
雄

井
白

国
岩

の

有

芳
梅

弘
剛

崎
山

会
援
後

子郎
三
創

芳
宏

東
伊

会
援
後

郎
太

友
原

中
会

援
後

第
四
十
四
号

法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七

動
（
選
挙
運
動
を
含
む
。
）
の

治
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員 目

丁
３

央
中

〃
朗

次
藤
近

保
厚
西

市
祢

美
治

正
村
藤

里
麻

市
国

岩
彦

喜
隅

原
町

府
防

男
喜
三

崎
山

３
町

布 柳
礼

牟
市

下
字

大
市

萩
巳

治
田
波

番

川
小本

見
吉

市
関

下
美

英
本
西

西
中

市
府

防
貢

瀬
荒

１
町番

須
知
阿

市
口

山
泰

上
井

１
町

江
細

市
関

下
栄

田
友

手
山

市
国

岩
雄

吉
村
岩

丁

関
下

子
紀
亜

部
磯

丁
２

町町
入

汐
市

周
郡

島
大

子
ヨ

チ
東

伊

番

山
明
正

岡
村

４
町

島
大

防

崎
赤
市

田
野

小
陽

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

た
め
に
寄
附
を
受
け
、
又
は
支

お
り
で
あ
る
。

長

上

符

正

顕

成
平

号
７
番
２

、〃
、、
３
〃

目
丁

成
平

号
９
番

〃
〃

号
５

１
〃
、

成
平

、

番
３
目
丁

〃
、

成
平

号
、
３
、

〃
〃

号

番
７
目

〃
、
１
〃

成
平

号
、
３
、

号
３

１
〃
〃

号
３
番
１
目

〃
〃

賀
久
字
大

成
平

の
、
、

目
丁
２

番
成

平
号

、
３
、

員
議

会
議
県

口
山

名
氏
の
者
た
し

議
会

議
市

府
防

靖
敏

中
田

有
田
友

長
市

関
下

梨
花

員

田
友

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二

が
あ
っ
た
資
金
管
理
団
体
の
異

平
成
二
十
一
年
四
月
十
七

重
利

金
会
援
後
三
良
近
為

い
ず
か
井
藤

杉
会
援
後
晃

後
高
久
山
向

久
会

援
後
え

げ
は
を
登
一
田
守

金
会
援 援
後
巳
弘
枝
穐

角
会
す

ま

沖
会
援
後
仁
秀
田
沖

穐
会

本
坂

若
会
援
後
明
泰
藤
河

後
清
川
谷

沢
会
援
後
次
心

勝
会
援

員
議
府
防

類
種

の
職

公
会

山
〃

会
究
研

策
政

関
下

〃

員
議
口

示
第
四
十
五
号

十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第

動
事
項
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る

日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会

満
財

沢

村
西

助
之

啓
本

部
宇

子
智

佐
井
藤

正
志

登
保

〃
朗

士正
川

吉
士
弘

石

南
周

子
津

治
昌

保
久

之
旨

田

祢
美

範 助
清

村
田

巳
弘

枝

巌

毛
熊 周

美
明

田
沖

仁
秀

田

関
下

毛
熊

三
力

田
窪

治
榮

山

南南
周

美
由

真
林

谷
美
成

野

祢
美

一
紘

森
安

二
恭

原

員
議

会
議

県
口

山
会

議
市

成
平
、
３
、

県

員
議

会
議

県
口

山
長
市

〃
〃

長
市
関
下

会
議

十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届

。委
員
長

上

符

正

顕

作
開
野

中
字

大
市

部
吉
東
字
大

２
の

米
久
字
大
市

の

吉
秋
町
芳
秋
市

西
川

字
大
町
施
布
田
郡

川
阿
字
大
町
北
豊
市

内
河
大
字
大
市

１
の

の北
野

大
字
大
町
生
平
郡

米
久
字
大
市

１
の

吉
秋
町
芳
秋
市

５
の

２
の

八

出



平成 年 月 日 金曜日

一
項

口
県島

「「「

山 口 県

河
小山

政
団
体

関
す

（定期）報

政
が
あの

者
出

届

第 号

本
藤山

を
」

」

の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
の
収

選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
九

平
成
二
十
一
年
四
月
十
七
日

津
幸
男
後
援
会
に
関
す
る
部
分
中

額
総

入
収

額
総

入
収

「

啓
員

議
会

議
県

口
山

祐
啓

会
友

口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年

か
ら
提
出
さ
れ
た
平
成
十
九
年
一

る
報
告
書
に
つ
い
て
、
島
津
幸
男

治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年

っ
た
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
資

平
成
二
十
一
年
四
月
十
七
日

類
種

の
職

公
名

氏
た
し

を

議
会
議

市
口

山
弘
義

名

資

後
弘

義
本

藤
員

口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

に
、

を
」

支
に
関
す
る
報
告
書
の
要
旨
に

号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
訂

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

「

「
川

小
下

字
大

市
萩

小

第
四
十
七
号

法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二

月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十

後
援
会
か
ら
訂
正
の
報
告
が
あ

法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九

金
管
理
団
体
の
名
称
等
は
、
次

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

務
事
る

た
主

称

団
理

管
金

所
務

事

表
代

地
在
所

の
所

町
岬

市
関

下
番３
畑

佐
吉

市
口

山
〃

会
援

丁
番

号

第
四
十
六
号

に
、

」

関
す
る
告
示
（
平
成
二
十
年
山

正
す
る
。

長

上

符

正

顕

」
を

」
に
、

成
平

祐
啓

河
、
、

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治

一
日
ま
で
の
間
に
係
る
収
支
に

っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

の
と
お
り
で
あ
る
。

長

上

符

正

顕考
備

体

）
な
く
な

で
体
団

理
管
金
資

者
日
月
年
出
届

の
旨
た

っ

江
細
市
関
下

号 之

名
氏
の 番

７
目
丁
１
町

敷
吉
市
口
山

目 敷
号

〃
〃

２
の

一

審
査
の
種
類

技
能
検
定
員
審
査
（
大
型

公

安

山
口
県
公
安
委
員
会
告
示
第

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五

に
関
す
る
技
能
及
び
知
識
に
関

平
成
二
十
一
年
四
月
十
七

「

計
合

計
小

費
動
活

織
組

「

費
動
活

織
組

の
そ

行
発
の
誌
紙

関
機

費
業
事
伝

宣
費
究
研

査
調

計
合

計
小

費
経
の
他

の
そ

栄
悦
宮
都

宇
賢
高
宮
都

宇

下
正

子
恵

原
石

幸
俊

原
石

計
小

他
の

そ
雄
英

「

「
を

」

「

「

」
を

「

一
陽
宮
都

宇「

一
陽
宮
都

宇「

計
小

他
の

そ「

子
敬
宮
都

宇
男
義
宮
都

宇

）
及
び
技
能
検
定
員
審
査
（
中
型

委

員

会

十
三
号

年
法
律
第
百
五
号
）
第
九
十
九
条

し
て
行
う
審
査
を
次
の
と
お
り
実

日

費
業
事

の
他

周
市

南
周
市
南
周
市
南

周

市
南

周
市

南

に
、

」 」
に
、

周
市

南
周

市
南
周

市
南

周

市
南

九

） の
二
第
四
項
第
一
号
イ
の
技
能
検

施
す
る
。

山
口
県
公
安
委
員
会

を
」

に
改
め
る
。

」

に
、

」 」
を

」
に
、

」
を

定

公

安

委

員

会



平

三

成 年 月 日 金曜日

額は一二

山 口

六
をる

七
れ

（定期）県 報

四五

第 号

二三
びる

教
則
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
事
項

）
に
相
当
す
る
山
口
県
収
入
証
紙

、
消
印
を
し
な
い
こ
と
。

審

査

技
能
検
定
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車

自
動
車
の
運
転
技
能
に
関
す
る
観
察

影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き
、
上
三

運
転
免
許
証
の
提
示

審
査
申
請
書
の
提
出
時
に
、
受
け

運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
運
転
免

こ
と
。

審
査
手
数
料

二
万
四
千
七
百
円
（
そ
の
者
が
次

る
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ

審
査
申
請
書
の
提
出
先

山
口
市
小
郡
下
郷
三
五
六
〇
の
二

提
出
書
類

技
能
検
定
員
審
査
申
請
書
（
技

会
規
則
第
三
号
。
以
下
「
規
則
」

規
則
第
十
七
条
第
一
項
各
号
又

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
該
当
す
る

写
真
（
縦
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

審
査
の
日
時
及
び
場
所

日
時

平
成
二
十
一
年
五
月
十

か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

場
所

山
口
市
小
郡
下
郷
三
五

審
査
申
請
書
の
受
付
期
間
及
び
時

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
七
日

土
曜
日
並
び
に
国
民
の
祝
日
に
関

休
日
を
除
く
。
）
の
午
前
八
時
三

を
審
査
申
請
書
の
所
定
の
欄
に

細

目

の
運
転
技
能

及
び
採
点
の
技
能

分
身
像
及
び
無
背
景
の
も
の
と

よ
う
と
す
る
種
類
の
技
能
検
定

許
（
仮
運
転
免
許
を
除
く
。
）

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
審
査
細

れ
二
万
四
千
七
百
円
か
ら
同
表
の

山
口
県
警
察
本
部
運
転
免
許

能
検
定
員
審
査
等
に
関
す
る
規

と
い
う
。
）
別
記
様
式
第
一
号

は
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に

者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

八
日
（
月
曜
日
）
及
び
同
月
十

六
〇
の
二

山
口
県
総
合
交
通

間
（
月
曜
日
）
か
ら
同
年
五
月
八
日

す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法

十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま

二
千
百
五
十
円

は
る
こ
と
。
こ
の
収
入
証
紙
に

減

ず

る

額

四
千
百
五
十
円

七
千
五
十
円

す
る
。
）

員
審
査
に
用
い
ら
れ
る
自
動
車

に
係
る
運
転
免
許
証
を
提
示
す

目
に
つ
い
て
の
審
査
を
免
除
さ

下
欄
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
た

課則
（
平
成
六
年
国
家
公
安
委
員

に
よ
る
こ
と
。
）

該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、

と
し
、
申
請
前
六
月
以
内
に
撮

九
日
（
火
曜
日
）
の
午
前
九
時

セ
ン
タ
ー

（
金
曜
日
）
ま
で
（
日
曜
日
及

律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す

で

写
真
（
縦
三
セ
ン
チ
メ

影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き

び
土
曜
日
並
び
に
国
民
の
祝

か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

四

審
査
申
請
書
の
提
出
先

山
口
市
小
郡
下
郷
三
五
六

五

提
出
書
類

技
能
検
定
員
審
査
申
請

規
則
第
十
七
条
第
一
項

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
該

一

審
査
の
種
類

技
能
検
定
員
審
査
（
普
通

二

審
査
の
日
時
及
び
場
所

日
時

平
成
二
十
一
年

か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま

場
所

山
口
市
小
郡
下

三

審
査
申
請
書
の
受
付
期
間

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十

円
を
、
三
及
び
四
に
掲
げ
る
審

に
三
百
円
を
減
ず
る
も
の
と
す

八

そ
の
他

審
査
申
請
書
は
、
山
口

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の

二
九
〇
〇
）
に
す
る
こ

四

自
動
車
教
習
所
に
関
す
る
法

五

技
能
検
定
の
実
施
に
関
す
る

六

自
動
車
の
運
転
技
能
の
評
価

備

考大
型
自
動
車
免
許
又
は
中
型

に
掲
げ
る
審
査
細
目
に
つ
い
てー

ト
ル
、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー

、
上
三
分
身
像
及
び
無
背
景
の
も

日
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
休

〇
の
二

山
口
県
警
察
本
部
運
転

書
（
規
則
別
記
様
式
第
一
号
に
よ

各
号
又
は
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ

当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る

）五
月
十
九
日
（
火
曜
日
）
及
び
同

で郷
三
五
六
〇
の
二

山
口
県
総
合

及
び
時
間

七
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
年
五
月

査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を

る
。

県
警
察
本
部
運
転
免
許
課
に
請
求

問
合
せ
は
、
山
口
県
警
察
本
部
運

と
。

令
に
つ
い
て
の
知
識

知
識

方
法
に
関
す
る
知
識

自
動
車
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
審
査

の
審
査
の
い
ず
れ
を
も
免
除
さ
れ
る
者ト

ル
と
し
、
申
請
前
六
月
以
内
に

の
と
す
る
。
）

日
を
除
く
。
）
の
午
前
八
時
三
十

免
許
課

る
こ
と
。
）

か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は

書
面

月
二
十
日
（
水
曜
日
）
の
午
前
九

交
通
セ
ン
タ
ー

八
日
（
金
曜
日
）
ま
で
（
日
曜
日

も
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
更

す
る
こ
と
。

転
免
許
課
（
電
話
〇
八
三

九
七

二
千
百
五
十

二
千
二
百

二
千
二
百

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
一
及
び
二

で
あ
る
と
き
は
更
に
三
千
七
百
五
十

一
〇

撮 分、 時及 三 円円円



平成

一

年 月 日 金曜日

八

山 口 県

三四五六備

（定期）報

すし一二

第 号

六
をる

七
者

審
査
の
種
類

普
通
自
動
車
免
許
に
係
る
技
能
検

つ
い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を
も
免
除

審
査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
の
い
ず

す
る
。

そ
の
他

審
査
申
請
書
は
、
山
口
県
警
察

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問
合
せ

二
九
〇
〇
）
に
す
る
こ
と
。

教
則
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
事
項

自
動
車
教
習
所
に
関
す
る
法
令
に
つ

技
能
検
定
の
実
施
に
関
す
る
知
識

自
動
車
の
運
転
技
能
の
評
価
方
法
に

考 る
山
口
県
収
入
証
紙
を
審
査
申
請

な
い
こ
と
。

審

査

技
能
検
定
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車

自
動
車
の
運
転
技
能
に
関
す
る
観
察

運
転
免
許
証
の
提
示

審
査
申
請
書
の
提
出
時
に
、
受
け

運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
運
転
免

こ
と
。

審
査
手
数
料

二
万
五
百
円
（
そ
の
者
が
次
の
表

で
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二
万定

員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
一

さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
更
に
九
百
五

れ
を
も
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は

本
部
運
転
免
許
課
に
請
求
す
る

は
、
山
口
県
警
察
本
部
運
転
免

い
て
の
知
識

関
す
る
知
識

書
の
所
定
の
欄
に
は
る
こ
と
。

細

目

の
運
転
技
能

及
び
採
点
の
技
能

よ
う
と
す
る
種
類
の
技
能
検
定

許
（
仮
運
転
免
許
を
除
く
。
）

の
上
欄
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に

五
百
円
か
ら
同
表
の
下
欄
に
掲

及
び
二
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に

十
円
を
、
三
及
び
四
に
掲
げ
る

更
に
三
百
円
を
減
ず
る
も
の
と

こ
と
。

許
課
（
電
話
〇
八
三

九
七
三

千
九
百
円

千
九
百
円

千
九
百
五
十
円

二
千
円

こ
の
収
入
証
紙
に
は
、
消
印
を

減

ず

る

額

三
千
九
百
五
十
円

六
千
七
百
五
十
円

員
審
査
に
用
い
ら
れ
る
自
動
車

に
係
る
運
転
免
許
証
を
提
示
す

つ
い
て
の
審
査
を
免
除
さ
れ
る

げ
る
額
を
減
じ
た
額
）
に
相
当

二

自
動
車
の
運
転
技
能
に
関
す

一
万
四
千
百
円
（
そ
の
者

る
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
れ

相
当
す
る
山
口
県
収
入
証
紙

印
を
し
な
い
こ
と
。

審

査

一

技
能
検
定
員
と
し
て
必
要
な

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
該

写
真
（
縦
三
セ
ン
チ
メ

影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き

六

運
転
免
許
証
の
提
示

審
査
申
請
書
の
提
出
時
に

を
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る

る
こ
と
。

七

審
査
手
数
料

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十

び
土
曜
日
並
び
に
国
民
の
祝

か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

四

審
査
申
請
書
の
提
出
先

山
口
市
小
郡
下
郷
三
五
六

五

提
出
書
類

技
能
検
定
員
審
査
申
請

規
則
第
十
七
条
第
一
項

技
能
検
定
員
審
査
（
大
特

及
び
技
能
検
定
員
審
査
（
牽

二

審
査
の
日
時
及
び
場
所

日
時

平
成
二
十
一
年

九
時
か
ら
午
後
五
時
十
五

場
所

山
口
市
小
郡
下

三

審
査
申
請
書
の
受
付
期
間

る
観
察
及
び
採
点
の
技
能

が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
審
査

ぞ
れ
一
万
四
千
百
円
か
ら
同
表
の

を
審
査
申
請
書
の
所
定
の
欄
に
は

細

目

自
動
車
の
運
転
技
能

当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る

ー
ト
ル
、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー

、
上
三
分
身
像
及
び
無
背
景
の
も

、
受
け
よ
う
と
す
る
種
類
の
技
能

運
転
免
許
（
仮
運
転
免
許
を
除
く

七
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
年
五
月

日
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
休

〇
の
二

山
口
県
警
察
本
部
運
転

書
（
規
則
別
記
様
式
第
一
号
に
よ

各
号
又
は
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ

）
、
技
能
検
定
員
審
査
（
大
自
二

引
）

五
月
二
十
一
日
（
木
曜
日
）
及
び

分
ま
で

郷
三
五
六
〇
の
二

山
口
県
総
合

及
び
時
間

一
一

二
千
二
百
五
十

細
目
に
つ
い
て
の
審
査
を
免
除
さ

下
欄
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
た
額
）

る
こ
と
。
こ
の
収
入
証
紙
に
は
、

減

ず

る

額

千
三
百
五
十

書
面

ト
ル
と
し
、
申
請
前
六
月
以
内
に

の
と
す
る
。
）

検
定
員
審
査
に
用
い
ら
れ
る
自
動

。
）
に
係
る
運
転
免
許
証
を
提
示

八
日
（
金
曜
日
）
ま
で
（
日
曜
日

日
を
除
く
。
）
の
午
前
八
時
三
十

免
許
課

る
こ
と
。
）

か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は

）
、
技
能
検
定
員
審
査
（
普
自
二

同
月
二
十
二
日
（
金
曜
日
）
の
午

交
通
セ
ン
タ
ー

円 れに消円 撮車す 及分、 ）前



平成 年 月 日 金曜日

三
びか

四五

山 口

一二

（定期）県 報

八

第 号

三四五六備
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
該
当

審
査
申
請
書
の
受
付
期
間
及
び
時

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
七
日

土
曜
日
並
び
に
国
民
の
祝
日
に
関

ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

審
査
申
請
書
の
提
出
先

山
口
市
小
郡
下
郷
三
五
六
〇
の
二

提
出
書
類

技
能
検
定
員
審
査
申
請
書
（
規

規
則
第
十
七
条
第
一
項
第
二

審
査
の
種
類

技
能
検
定
員
審
査
（
大
型
二
種

（
普
通
二
種
）

審
査
の
日
時
及
び
場
所

日
時

平
成
二
十
一
年
五
月
二

場
所

山
口
市
小
郡
下
郷
三
五

特
定
第
一
種
運
転
免
許
に
係
る
技

目
に
つ
い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を
も

る
審
査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
の
い

と
す
る
。

そ
の
他

審
査
申
請
書
は
、
山
口
県
警
察

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問
合
せ

二
九
〇
〇
）
に
す
る
こ
と
。

教
則
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
事
項

自
動
車
教
習
所
に
関
す
る
法
令
に
つ

技
能
検
定
の
実
施
に
関
す
る
知
識

自
動
車
の
運
転
技
能
の
評
価
方
法
に

考

す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る

間
（
月
曜
日
）
か
ら
同
年
五
月
八
日

す
る
法
律
に
規
定
す
る
休
日
を

山
口
県
警
察
本
部
運
転
免
許

則
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
こ

号
又
は
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か

）
、
技
能
検
定
員
審
査
（
中
型
二

十
二
日
（
金
曜
日
）
午
前
九
時

六
〇
の
二

山
口
県
総
合
交
通

能
検
定
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
更
に
千

ず
れ
を
も
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き

本
部
運
転
免
許
課
に
請
求
す
る

は
、
山
口
県
警
察
本
部
運
転
免

い
て
の
知
識

関
す
る
知
識

書
面

（
金
曜
日
）
ま
で
（
日
曜
日
及

除
く
。
）
の
午
前
八
時
三
十
分

課と
。
）

に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き

種
）
及
び
技
能
検
定
員
審
査

か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

セ
ン
タ
ー

が
一
及
び
二
に
掲
げ
る
審
査
細

五
十
円
を
、
三
及
び
四
に
掲
げ

は
更
に
三
百
円
を
減
ず
る
も
の

こ
と
。

許
課
（
電
話
〇
八
三

九
七
三

二
千
百
五
十
円

二
千
百
五
十
円

二
千
五
十
円

二
千
円

運
転
に
関
す
る
技
能
及
び
知
識

八

そ
の
他

審
査
申
請
書
は
、
山
口

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の

二
九
〇
〇
）
に
す
る
こ

山
口
県
公
安
委
員
会
告
示
第

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五

三

自
動
車
の
運
転
技
能
の
評
価

四

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
及
び

て
の
知
識

備

考大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
、

員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
更
に
三

除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は

減
じ
た
額
）
に
相
当
す
る
山

証
紙
に
は
、
消
印
を
し
な
い

審

査

一

技
能
検
定
員
と
し
て
必
要
な

二

自
動
車
の
運
転
技
能
に
関
す

写
真
（
縦
三
セ
ン
チ
メ

影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き

六

運
転
免
許
証
の
提
示

審
査
申
請
書
の
提
出
時
に

を
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る

る
こ
と
。

七

審
査
手
数
料

二
万
二
千
四
百
五
十
円
（

の
教
習
に
関
す
る
技
能
及
び
知
識

県
警
察
本
部
運
転
免
許
課
に
請
求

問
合
せ
は
、
山
口
県
警
察
本
部
運

と
。十

四
号

年
法
律
第
百
五
号
）
第
九
十
九
条

方
法
に
関
す
る
知
識

自
動
車
運
転
代
行
業
に
関
す
る
法
令
に

中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
又
は
普
通
自

が
一
及
び
二
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に
つ

千
二
百
五
十
円
を
減
ず
る
も
の
と
す
る

、
そ
れ
ぞ
れ
二
万
二
千
四
百
五
十

口
県
収
入
証
紙
を
審
査
申
請
書
の

こ
と
。

細

目

自
動
車
の
運
転
技
能

る
観
察
及
び
採
点
の
技
能

ー
ト
ル
、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー

、
上
三
分
身
像
及
び
無
背
景
の
も

、
受
け
よ
う
と
す
る
種
類
の
技
能

運
転
免
許
（
仮
運
転
免
許
を
除
く

そ
の
者
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

に
関
し
て
行
う
審
査
を
次
の
と
お

す
る
こ
と
。

転
免
許
課
（
電
話
〇
八
三

九
七

の
三
第
四
項
第
一
号
イ
の
自
動
車

三
千
二
百

つ
い

二
千
七
百
五
十

動
車
第
二
種
免
許
に
係
る
技
能
検
定

い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を
も
免
除
さ

。
円
か
ら
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額

所
定
の
欄
に
は
る
こ
と
。
こ
の
収

減

ず

る

額

四
千
六
百

七
千
九
百
五
十

ト
ル
と
し
、
申
請
前
六
月
以
内
に

の
と
す
る
。
）

検
定
員
審
査
に
用
い
ら
れ
る
自
動

。
）
に
係
る
運
転
免
許
証
を
提
示

る
審
査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
を

一
二

り 三の 円円 を入円円 撮車す免



平成 年 月 日 金曜日

をる
七

除減証

山 口 県

五六

（定期）報

三
びる

四

第 号

実
施

一二

審

査

審
査
申
請
書
の
提
出
時
に
、
受
け

運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
運
転
免

こ
と
。

審
査
手
数
料

一
万
五
千
六
百
五
十
円
（
そ
の
者

さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
れ

じ
た
額
）
に
相
当
す
る
山
口
県
収

紙
に
は
、
消
印
を
し
な
い
こ
と
。

山
口
市
小
郡
下
郷
三
五
六
〇
の
二

提
出
書
類

教
習
指
導
員
審
査
申
請
書
（
技

会
規
則
第
三
号
。
以
下
「
規
則
」

規
則
第
十
七
条
第
一
項
各
号
又

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
該
当
す
る

写
真
（
縦
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き
、
上
三

運
転
免
許
証
の
提
示

日
時

平
成
二
十
一
年
五
月
二

九
時
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

場
所

山
口
市
小
郡
下
郷
三
五

審
査
申
請
書
の
受
付
期
間
及
び
時

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
七
日

土
曜
日
並
び
に
国
民
の
祝
日
に
関

休
日
を
除
く
。
）
の
午
前
八
時
三

審
査
申
請
書
の
提
出
先

す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
十
七
日

審
査
の
種
類

教
習
指
導
員
審
査
（
大
型
）
及
び

審
査
の
日
時
及
び
場
所

細

目

よ
う
と
す
る
種
類
の
教
習
指
導

許
（
仮
運
転
免
許
を
除
く
。
）

が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
審

ぞ
れ
一
万
五
千
六
百
五
十
円
か

入
証
紙
を
審
査
申
請
書
の
所
定

山
口
県
警
察
本
部
運
転
免
許

能
検
定
員
審
査
等
に
関
す
る
規

と
い
う
。
）
別
記
様
式
第
一
号

は
第
四
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に

者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

分
身
像
及
び
無
背
景
の
も
の
と

十
五
日
（
月
曜
日
）
及
び
同
月

六
〇
の
二

山
口
県
総
合
交
通

間
（
月
曜
日
）
か
ら
同
年
五
月
八
日

す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法

十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま 山

教
習
指
導
員
審
査
（
中
型
）

減

ず

る

額

員
審
査
に
用
い
ら
れ
る
自
動
車

に
係
る
運
転
免
許
証
を
提
示
す

査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
を
免

ら
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
を

の
欄
に
は
る
こ
と
。
こ
の
収
入

課則
（
平
成
六
年
国
家
公
安
委
員

に
よ
る
こ
と
。
）

該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、

と
し
、
申
請
前
六
月
以
内
に
撮

す
る
。
）

二
十
六
日
（
火
曜
日
）
の
午
前

セ
ン
タ
ー

（
金
曜
日
）
ま
で
（
日
曜
日
及

律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す

で 口
県
公
安
委
員
会

四

審
査
申
請
書
の
提
出
先

山
口
市
小
郡
下
郷
三
五
六

二

審
査
の
日
時
及
び
場
所

日
時

平
成
二
十
一
年

九
時
か
ら
午
後
五
時
十
五

場
所

山
口
市
小
郡
下

三

審
査
申
請
書
の
受
付
期
間

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十

び
土
曜
日
並
び
に
国
民
の
祝

か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

八

そ
の
他

審
査
申
請
書
は
、
山
口

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の

二
九
〇
〇
）
に
す
る
こ

一

審
査
の
種
類

教
習
指
導
員
審
査
（
普
通

五

自
動
車
教
習
所
に
関
す
る
法

六

教
習
指
導
員
と
し
て
必
要
な

備

考大
型
自
動
車
免
許
又
は
中
型

に
掲
げ
る
審
査
細
目
に
つ
い
て

円
を
、
四
及
び
五
に
掲
げ
る
審

に
百
五
十
円
を
減
ず
る
も
の
と

一

教
習
指
導
員
と
し
て
必
要
な

二

技
能
教
習
に
必
要
な
教
習
の

三

学
科
教
習
に
必
要
な
教
習
の

四

教
則
の
内
容
と
な
っ
て
い
る

〇
の
二

山
口
県
警
察
本
部
運
転

五
月
二
十
六
日
（
火
曜
日
）
及
び

分
ま
で

郷
三
五
六
〇
の
二

山
口
県
総
合

及
び
時
間

七
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
年
五
月

日
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
休

県
警
察
本
部
運
転
免
許
課
に
請
求

問
合
せ
は
、
山
口
県
警
察
本
部
運

と
。

） 令
に
つ
い
て
の
知
識

教
育
に
つ
い
て
の
知
識

自
動
車
免
許
に
係
る
教
習
指
導
員
審
査

の
審
査
の
い
ず
れ
を
も
免
除
さ
れ
る
者

査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を

す
る
。

自
動
車
の
運
転
技
能

技
能

技
能

事
項
そ
の
他
自
動
車
の
運
転
に
関
す
る

一
三

免
許
課

同
月
二
十
七
日
（
水
曜
日
）
の
午

交
通
セ
ン
タ
ー

八
日
（
金
曜
日
）
ま
で
（
日
曜
日

日
を
除
く
。
）
の
午
前
八
時
三
十

す
る
こ
と
。

転
免
許
課
（
電
話
〇
八
三

九
七

千
四
百
五
十

千
四
百

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
一
及
び
二

で
あ
る
と
き
は
更
に
三
千
四
百
五
十

も
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
更

四
千
四
百
五
十

千
三
百

千
二
百
五
十

知
識

千
四
百
五
十

前及分 三 円円 円円円円
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をる
七

さたに

第 号

五六

そ
の
他

審
査
申
請
書
は
、
山
口
県
警
察

自
動
車
教
習
所
に
関
す
る
法
令
に
つ

教
習
指
導
員
と
し
て
必
要
な
教
育
に

考普
通
自
動
車
免
許
に
係
る
教
習
指

つ
い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を
も
免
除

細
目
に
つ
い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を

審

査

教
習
指
導
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車

技
能
教
習
に
必
要
な
教
習
の
技
能

学
科
教
習
に
必
要
な
教
習
の
技
能

教
則
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
事
項
そ

運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
運
転
免

こ
と
。

審
査
手
数
料

一
万
二
千
百
五
十
円
（
そ
の
者
が

れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ

額
）
に
相
当
す
る
山
口
県
収
入
証

は
、
消
印
を
し
な
い
こ
と
。

提
出
書
類

教
習
指
導
員
審
査
申
請
書
（
規

規
則
第
十
七
条
第
一
項
各
号
又

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
該
当
す
る

写
真
（
縦
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き
、
上
三

運
転
免
許
証
の
提
示

審
査
申
請
書
の
提
出
時
に
、
受
け

本
部
運
転
免
許
課
に
請
求
す
る

い
て
の
知
識

つ
い
て
の
知
識

導
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
一

さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
更
に
九
百
円

も
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
更
に

細

目

の
運
転
技
能

の
他
自
動
車
の
運
転
に
関
す
る
知
識

許
（
仮
運
転
免
許
を
除
く
。
）

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
審
査

れ
一
万
二
千
百
五
十
円
か
ら
同

紙
を
審
査
申
請
書
の
所
定
の
欄

則
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
こ

は
第
四
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に

者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

分
身
像
及
び
無
背
景
の
も
の
と

よ
う
と
す
る
種
類
の
教
習
指
導

こ
と
。

千
二
百
五
十
円

千
二
百
円

及
び
二
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に

を
、
四
及
び
五
に
掲
げ
る
審
査

百
円
を
減
ず
る
も
の
と
す
る
。

減

ず

る

額

四
千
百
円

千
三
百
五
十
円

千
二
百
五
十
円

千
二
百
五
十
円

に
係
る
運
転
免
許
証
を
提
示
す

細
目
に
つ
い
て
の
審
査
を
免
除

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
を
減
じ

に
は
る
こ
と
。
こ
の
収
入
証
紙

と
。
）

該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、

と
し
、
申
請
前
六
月
以
内
に
撮

す
る
。
）

員
審
査
に
用
い
ら
れ
る
自
動
車

審

査

審
査
申
請
書
の
提
出
時
に

を
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る

る
こ
と
。

七

審
査
手
数
料

九
千
五
百
円
（
そ
の
者
が

者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ

す
る
山
口
県
収
入
証
紙
を
審

し
な
い
こ
と
。

山
口
市
小
郡
下
郷
三
五
六

五

提
出
書
類

教
習
指
導
員
審
査
申
請

規
則
第
十
七
条
第
一
項

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
該

写
真
（
縦
三
セ
ン
チ
メ

影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き

六

運
転
免
許
証
の
提
示

日
時

平
成
二
十
一
年

九
時
か
ら
午
後
五
時
十
五

場
所

山
口
市
小
郡
下

三

審
査
申
請
書
の
受
付
期
間

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十

び
土
曜
日
並
び
に
国
民
の
祝

か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

四

審
査
申
請
書
の
提
出
先

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の

二
九
〇
〇
）
に
す
る
こ

一

審
査
の
種
類

教
習
指
導
員
審
査
（
大
特

及
び
教
習
指
導
員
審
査
（
牽

二

審
査
の
日
時
及
び
場
所

細

目

、
受
け
よ
う
と
す
る
種
類
の
教
習

運
転
免
許
（
仮
運
転
免
許
を
除
く

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
審
査
細

れ
九
千
五
百
円
か
ら
同
表
の
下
欄

査
申
請
書
の
所
定
の
欄
に
は
る
こ

〇
の
二

山
口
県
警
察
本
部
運
転

書
（
規
則
別
記
様
式
第
一
号
に
よ

各
号
又
は
第
四
項
各
号
の
い
ず
れ

当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る

ー
ト
ル
、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー

、
上
三
分
身
像
及
び
無
背
景
の
も

五
月
二
十
八
日
（
木
曜
日
）
及
び

分
ま
で

郷
三
五
六
〇
の
二

山
口
県
総
合

及
び
時
間

七
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
年
五
月

日
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
休

問
合
せ
は
、
山
口
県
警
察
本
部
運

と
。

）
、
教
習
指
導
員
審
査
（
大
自
二

引
）

減

ず

る

額

指
導
員
審
査
に
用
い
ら
れ
る
自
動

。
）
に
係
る
運
転
免
許
証
を
提
示

目
に
つ
い
て
の
審
査
を
免
除
さ
れ

に
掲
げ
る
額
を
減
じ
た
額
）
に
相

と
。
こ
の
収
入
証
紙
に
は
、
消
印

免
許
課

る
こ
と
。
）

か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は

書
面

ト
ル
と
し
、
申
請
前
六
月
以
内
に

の
と
す
る
。
）

同
月
二
十
九
日
（
金
曜
日
）
の
午

交
通
セ
ン
タ
ー

八
日
（
金
曜
日
）
ま
で
（
日
曜
日

日
を
除
く
。
）
の
午
前
八
時
三
十

転
免
許
課
（
電
話
〇
八
三

九
七

）
、
教
習
指
導
員
審
査
（
普
自
二

一
四

車する当を 、撮 前及分 三）



平成

四

年 月 日 金曜日

二三
びか
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五六備

第 号

一二三四

審
査
申
請
書
の
提
出
先

山
口
市
小
郡
下
郷
三
五
六
〇
の
二

（
普
通
二
種
）

審
査
の
日
時
及
び
場
所

日
時

平
成
二
十
一
年
五
月
二

場
所

山
口
市
小
郡
下
郷
三
五

審
査
申
請
書
の
受
付
期
間
及
び
時

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
七
日

土
曜
日
並
び
に
国
民
の
祝
日
に
関

ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

そ
の
他

審
査
申
請
書
は
、
山
口
県
警
察

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問
合
せ

二
九
〇
〇
）
に
す
る
こ
と
。

審
査
の
種
類

教
習
指
導
員
審
査
（
大
型
二
種

自
動
車
教
習
所
に
関
す
る
法
令
に
つ

教
習
指
導
員
と
し
て
必
要
な
教
育
に

考特
定
第
一
種
運
転
免
許
に
係
る
教

目
に
つ
い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を
も

審
査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
の
い
ず

す
る
。

教
習
指
導
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車

技
能
教
習
に
必
要
な
教
習
の
技
能

学
科
教
習
に
必
要
な
教
習
の
技
能

教
則
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
事
項
そ

山
口
県
警
察
本
部
運
転
免
許

十
九
日
（
金
曜
日
）
午
前
九
時

六
〇
の
二

山
口
県
総
合
交
通

間
（
月
曜
日
）
か
ら
同
年
五
月
八
日

す
る
法
律
に
規
定
す
る
休
日
を

本
部
運
転
免
許
課
に
請
求
す
る

は
、
山
口
県
警
察
本
部
運
転
免

）
、
教
習
指
導
員
審
査
（
中
型
二

い
て
の
知
識

つ
い
て
の
知
識

習
指
導
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
更
に
千

れ
を
も
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は

の
運
転
技
能

の
他
自
動
車
の
運
転
に
関
す
る
知
識課 か

ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

セ
ン
タ
ー

（
金
曜
日
）
ま
で
（
日
曜
日
及

除
く
。
）
の
午
前
八
時
三
十
分

こ
と
。

許
課
（
電
話
〇
八
三

九
七
三

種
）
及
び
教
習
指
導
員
審
査

千
二
百
五
十
円

千
百
五
十
円

が
一
及
び
二
に
掲
げ
る
審
査
細

百
円
を
、
四
及
び
五
に
掲
げ
る

更
に
五
十
円
を
減
ず
る
も
の
と

千
三
百
五
十
円

千
三
百
円

千
二
百
五
十
円

千
二
百
五
十
円

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
、

員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
更
に
二

八

そ
の
他

審
査
申
請
書
は
、
山
口

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の

二
九
〇
〇
）
に
す
る
こ

審

査

一

教
習
指
導
員
と
し
て
必
要
な

二

技
能
教
習
に
必
要
な
教
習
の

三

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
及
び

て
の
知
識

備

考 審
査
申
請
書
の
提
出
時
に

を
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る

る
こ
と
。

七

審
査
手
数
料

一
万
三
千
三
百
円
（
そ
の

れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ

額
）
に
相
当
す
る
山
口
県
収

は
、
消
印
を
し
な
い
こ
と
。

五

提
出
書
類

教
習
指
導
員
審
査
申
請

規
則
第
十
七
条
第
一
項

は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号

写
真
（
縦
三
セ
ン
チ
メ

影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き

六

運
転
免
許
証
の
提
示

中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
又
は
普
通
自

が
一
及
び
二
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に
つ

千
九
百
五
十
円
を
減
ず
る
も
の
と
す
る

県
警
察
本
部
運
転
免
許
課
に
請
求

問
合
せ
は
、
山
口
県
警
察
本
部
運

と
。

細

目

自
動
車
の
運
転
技
能

技
能

自
動
車
運
転
代
行
業
に
関
す
る
法
令
に

、
受
け
よ
う
と
す
る
種
類
の
教
習

運
転
免
許
（
仮
運
転
免
許
を
除
く

者
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
審

れ
ぞ
れ
一
万
三
千
三
百
円
か
ら
同

入
証
紙
を
審
査
申
請
書
の
所
定
の

書
（
規
則
別
記
様
式
第
一
号
に
よ

第
二
号
又
は
第
五
項
各
号
の
い
ず

に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証

ー
ト
ル
、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー

、
上
三
分
身
像
及
び
無
背
景
の
も

一
五

動
車
第
二
種
免
許
に
係
る
教
習
指
導

い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を
も
免
除
さ

。
す
る
こ
と
。

転
免
許
課
（
電
話
〇
八
三

九
七

減

ず

る

額

四
千
八
百

二
千

つ
い

二
千
七
百
五
十

指
導
員
審
査
に
用
い
ら
れ
る
自
動

。
）
に
係
る
運
転
免
許
証
を
提
示

査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
を
免
除

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
を
減
じ

欄
に
は
る
こ
と
。
こ
の
収
入
証
紙

る
こ
と
。
）

れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と

す
る
書
面

ト
ル
と
し
、
申
請
前
六
月
以
内
に

の
と
す
る
。
）

三 円円円 車すさたに き撮
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正
平

ペ
十
一
年
四
月
十
七
日
印
刷

十
一
年
四
月
十
七
日
発
行

三

下

表
中

央
万

田
原

四

〃

〃

央
万

田
原

雑

誤
成
二
十
年
十
二
月
二
日
山
口
県
選

ー
ジ

段

箇
所

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知

田
原

田
原

報

挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
七

誤

庁事 史史
万 万 号

（
政
治
団
体
の
異
動
事
項
）

正

一
六

雑

報


